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１．はじめに 

 

宮城県の公共施設の状況 

宮城県が所有管理する公共施設等の多くは，昭和の高度成長期からバブル崩壊までの間に建築

されており，今後，それらの更新や改修の時期が一斉に到来します。人口減少に伴い，財政規模

の縮小が見込まれる一方で，宮城県の公共施設（公用施設・公共用施設）の更新改修にかかる費

用は平成２８年からの４０年間で約１兆２，３９４億円，年平均約３０９億円と推計されていま

す。 

人口減少・少子高齢化 

宮城県の人口は，２５年後の令和２７（２０４５）年には，平成２７（２０１５）年に比べ約

５０万人減少すると予測されています。また，人口減少に伴い，公共施設等の利用需要の変化が

予想されるほか，社会状況やライフスタイルの変化に伴う，県民ニーズの多様化・複雑化により，

活用しにくい施設の発生やこれまでの公共施設によるサービス提供にとらわれない，新たなニー

ズに応える必要性が高まってくると考えています。 

 

 

本県では，平成２８年７月に「宮城県公共施設等総合管理方針」を定め，概ね，令和２年度までを

目標に個別施設計画を策定することとしていますが，今後，建替えや大規模修繕を行うに当たっては，

各施設の個別の検討だけではなく，施設総量の適正化の意識を持ち，県として全体的な視点に立った

上で，それぞれの施設の将来的な方向性を検討する必要があります。 

このため，本県では，県有施設の中でも，老朽化が進行し，建替えや大規模修繕等の対応が見込ま

れる具体的な施設を抽出し，施設を所管する部局と協議・調整を行ったほか，有識者等６名で構成さ

れる「県有施設再編等の在り方検討懇話会」を開催して，構成員から意見を聴取した上で，「県有施設

等の再編に関する基本方針」を策定しました。今後，「県有施設等の再編に関する基本方針」を踏まえ，

個別施設計画の策定又は見直しを行うこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動計画（各省庁） 宮城県公共施設等総合管理方針 

 

宮城の将来ビジョン インフラ長寿命化基本計画（国） 

＜基本方針＞ 

１ 安全・安心の確保 

２ 施設の維持管理費用の低減・標準化 

３ 施設総量の適正化 

県有施設等の再編に 

関する基本方針 
個別施設計画（Ｒ２年度までに順次策定予定）※ 

 

 
Ａ施設 Ｂ施設 Ｃ施設 ・・・・・ 

※ 原則，施設類型小分類ごとに策定する。 

図 1 本基本方針の位置付け 

公共施設の現状 

県有施設等の再編に関する基本方針策定の趣旨 
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２．検討の対象とした県有施設等  

「宮城県公共施設等総合管理方針」の施設類型における「公共用施設」に該当する施設のうち，老

朽化に伴い，今後，大規模修繕・改築・移転等が想定される，概ね築３０年以上が経過した県有施設

を中心に，施設の所管部局の意向を確認した上で，再編の検討を行う施設を抽出しました。 

名称 ① 本町第３分庁舎 ② 宮城県民会館 

（東京エレクトロンホール宮城） 

③ 榴ヶ岡分室庁舎（旧公文書館） 

所在地 仙台市青葉区 仙台市青葉区 仙台市宮城野区 

築 年 昭和３９年 昭和３９年 昭和４２年 

建物延床

面 積 
１，３７５㎡ １２，４７０㎡ ５，２２１㎡ 

敷地面積 約１，２２２㎡ 約３，６２７㎡ 約４，９４２㎡ 

名称 ④ エスポールみやぎ 

（宮城県青年会館） 

⑤ 宮城県母子・父子福祉センター ⑥ 宮城県第二総合運動場 

所在地 仙台市宮城野区 仙台市宮城野区 仙台市太白区 

築 年 昭和５２年 昭和５５年 

昭和５６年（武道館） 

平成１１年（遠的・近的弓道場） 

平成４年（合宿所） 

建物延床

面 積 
２，３０８㎡ ９２１㎡ ７，５２６㎡ 

敷地面積 約４，８２７㎡ 約１，８６５㎡ 約１３，７５２㎡ 

名称 ⑦ 宮城県美術館 ⑧ 多賀城分庁舎 ⑨ 商工振興センター 

所在地 仙台市青葉区 多賀城市 仙台市青葉区 

築 年 
昭和５６年（本館） 

平成２年（佐藤忠良記念館） 
昭和５８年 昭和６３年 

建物延床

面 積 
１５，２０３㎡ ２，９０５㎡ ３，７９７ ㎡ 

敷地面積 約３４，５１７㎡ 約６，４６８㎡ 約１，２４２㎡ 

   名称 ⑩ みやぎ若年者就職支援センター

（みやぎジョブカフェ） 

   所在地 仙台市青葉区 

   
築 年 

― 

（民間ビルの一室を賃借） 

   建物延床

面 積 
１９８㎡（賃借面積） 

   敷地面積 ― 

 

 

  

図 2 各施設の位置 

雇用・労働 

福 祉 文化・芸術 

生涯学習 福 祉 

文化・芸術 

スポーツ 

庁舎等 庁舎等 

庁舎等 生涯学習 NPO活動 
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３．県有施設等の再編方針 

 

下記の基本的な考え方をもとに，再編を検討しました。 

 

 

➢「施設総量の適正化」の観点から，集約・複合化によって，対象施設における重複，類似した

諸室機能の共有化を図り，施設規模の適正化を目指す。 

➢県の関連計画等も踏まえながら，県の施設としての役割を果たすために必要な施設機能を確

保することを前提に，集約・複合化した施設同士の相乗効果による機能強化や県民サービス

の更なる向上を目指す。 

 

 

➢Ⅰにおける集約・複合化を図る施設の立地は，公有地を有効に活用する観点から，現在，利活

用可能な県有地から優先的に適否について検討を行う。 

➣周辺環境や利用者の利便性，建築関連法令等を考慮して，最適な場所を選定する。 

 

 

 

① 本町第３分庁舎 

基本的には廃止する方向で検討を行い，入居している施設については，移

転に向けた検討を行います。 

宮城県聴覚障害者情報センター（みみサポみやぎ）については，県庁周辺

の県有の土地及び建物の利用状況や同様に老朽化が進む県庁周辺の外郭団

体が所有する建物の整備方針等を注視しながら，移転の検討を行います。 

 

② 宮城県民会館（東京エレクトロンホール宮城） 

仙台医療センター跡地（仙台市宮城野区）に移転することとし，宮城県民

間非営利活動プラザ（みやぎＮＰＯプラザ）と集約・複合化します。また，

宮城県美術館と集約・複合化する方向で更に検討を進めます。 

 

③ 榴ヶ岡分室庁舎（旧公文書館） 

基本的には廃止する方向で検討を行い，現在入居している施設については，

それぞれ移転に向けた検討を行います。 

宮城県民間非営利活動プラザ（みやぎＮＰＯプラザ）については，仙台医

療センター跡地に移転することとし，宮城県民会館と集約・複合化します。

また，宮城県美術館と集約・複合化する方向で更に検討を進めます。 

県教育庁文化財課の分室については，浮島収蔵庫（多賀城市）の敷地の活

用など移転に向けた検討を行います。 

宮城県婦人会館については，現エスポールみやぎ（宮城県青年会館）（仙台市宮城野区）の敷地に

移転することとし，エスポールみやぎ（宮城県青年会館）の建替えに合わせ集約・複合化します。

Ⅰ 県有施設の規模の適正化と施設機能の強化の実現 

Ⅱ 公有地の有効活用と県有施設の最適な立地の選定 

再編の基本的な考え方 

各施設の再編方針 

福 祉 

文化・芸術 

庁舎等 

生涯学習 

NPO活動 
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④ エスポールみやぎ（宮城県青年会館） 

（一財）宮城県青年会館が計画する現在地での建替えに合わせ，宮城県婦

人会館及び宮城県母子・父子福祉センターと集約・複合化します。 

 

⑤ 宮城県母子・父子福祉センター 

現エスポールみやぎ（宮城県青年会館）の敷地に移転することとし，エス

ポールみやぎ（宮城県青年会館）の建替えに合わせ集約・複合化します。 

ただし，福祉関係施設という点で，宮城県聴覚障害者情報センター（みみ

サポみやぎ）等との集約も考えられることから，県庁周辺の県有の土地及び

建物の利用状況や県庁周辺の外郭団体の建物の整備方針等についても注視

しながら，県庁周辺への移転の可能性も合わせて検討します。 

 

⑥ 宮城県第二総合運動場 

今回検討の対象とした他施設との集約等を行わず，当面，必要な修繕更新

を行いながら，県有体育施設の整備の在り方を含め，再検討を行います。 

 

⑦ 宮城県美術館 

仙台医療センター跡地において，宮城県民会館及び宮城県民間非営利活動

プラザ（みやぎＮＰＯプラザ）と集約・複合化する方向で更に検討を進めま

す。検討に当たっては，現地改修と移転新築のメリット・デメリットを整理

するとともに，「宮城県美術館リニューアル基本構想」及び「宮城県美術館

リニューアル基本方針」等で示された宮城県美術館の目指す姿やコンセプト

等を十分に尊重しながら進めていきます。 

 

⑧ 多賀城分庁舎 

今回検討の対象とした他施設との集約等は行いません。 

当面の間，必要な範囲での修繕更新を行いつつ，今後の県としての利活用

の見込みや修繕更新等に係る費用等を勘案しながら，建物の取扱いを検討し

ます。なお，将来的に多賀城分庁舎を廃止することも見据え，目的外使用と

して入居している団体と調整を行います。 

 

⑨ 宮城県商工振興センター 

今回検討対象とした他施設との集約等は行いません。 

当面の間，必要な修繕更新を計画的に行うとともに，入居団体の意向も確

認しながら，今後，再編により生じる跡地等の利活用を含めて移転等につい

て検討を行います。 

 

⑩ みやぎ若年者就職支援センター（みやぎジョブカフェ） 

今回検討の対象とした他施設との集約等を行いません。 

当面の間，現状を維持しつつ，今後，将来的な就労支援の在り方やハロー

ワークとの連携の在り方等も考慮しながら，再編により生じる跡地等の利活

用を含めて移転等について検討を行います。  

生涯学習 

福 祉 

スポーツ 

文化・芸術 

庁舎等 

庁舎等 

雇用・労働 
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対 象 施 設  再編方針（概要） 

①本町第３分庁舎 建物は基本的に廃止する方向で検討。 

 宮城県聴覚障害者情報センター（みみサポみやぎ） 

  【福 祉】 
県庁周辺の県有の土地建物，外郭団

体の建物の整備方針等を注視し，移

転を検討。 
・聴覚障害者全般の相談，情報提供窓口 

・啓発活動や手話通訳者などの人材育成 

②宮城県民会館（東京エレクトロンホール宮城） 

【文化・芸術】 集約・複合化 

《仙台医療センター跡地》  ・本県の文化芸術活動の拠点 

・舞台芸術や音楽の鑑賞，発表の場 

・会議室や展示室の貸出 

③榴ヶ岡分室庁舎（旧公文書館） 建物は基本的に廃止する方向で検討。 

 宮城県民間非営利活動プラザ（みやぎＮＰＯプラザ） 

              【ＮＰＯ活動】 集約・複合化 

《仙台医療センター跡地》 ・民間非営利活動を総合的に促進する拠点 

・ＮＰＯに関する相談，研修，各種情報発信 

・事務室，資機材の貸与による育成支援 

教育庁文化財課分室       【庁舎等】 浮島収蔵庫（多賀城市）の敷地の活

用など移転に向けて検討。 
・県内の埋蔵文化財発掘調査拠点 

・出土した土器や石器等の整理，記録作成 

宮城県婦人会館         【生涯学習】 集約・複合化 

《現エスポールみやぎ敷地》 ・女性団体の活性化，女性の教養向上 

・研修の実施や研修室の貸出 

④エスポールみやぎ（宮城県青年会館） 【生涯学習】 集約・複合化 

《現エスポールみやぎ敷地》  ・青少年の健全な育成 

・研修室の貸出や宿泊事業等 

⑤宮城県母子・父子福祉センター    【福 祉】 集約・複合化※ 

《現エスポールみやぎ敷地）  ・ひとり親等に対する各種相談，就業支援 

⑥宮城県第二総合運動場      【スポーツ】 
当面の間，現状維持。県有体育施設

の整備の在り方を含め，再検討。  ・武士道に由来するスポーツ拠点 

・県，東北レベルの大会が開催 

⑦宮城県美術館          【文化・芸術】 
集約・複合化する方向で更に検討 

《仙台医療センター跡地》  ・美術品の収集，保存，展示 

・教育普及活動 

⑧多賀城分庁舎           【庁舎等】 当面の間，現状維持。県の利活用見

込みや修繕更新費用等を踏まえて建

物の取扱いを検討。 
 ・主に目的外使用として県関係団体等が入居 

⑨宮城県商工振興センター     【庁舎等】 当面の間，現状維持。再編により生

じる跡地等の利活用を含めて移転を

検討。 
 ・中小企業の振興を図るための拠点 

・県の商工関係の外郭団体等が入居 

⑩みやぎ若年者就職支援センター（みやぎジョブカフェ） 

  【雇用・労働】 
当面の間，現状維持。再編により生

じる跡地等の利活用を含めて移転を

検討。  ・若者（15～44歳）の就職の支援施設 

・キャリアコンサルティングや就職支援セミナー 
※ 宮城県母子・父子福祉センターについては，県庁周辺の県有の土地及び建物の利用状況や県庁周辺の外郭団体の建物の整備方針についても注視しながら，

県庁周辺への移転の可能性も並行して検討します。 

再編のイメージ 
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４．集約・複合化を図る施設 

 

 

文化芸術の振興や民間非営利活動の促進の拠点として，「宮城県民会館（東京エレクトロンホー

ル宮城）」，「宮城県民間非営利活動プラザ（みやぎＮＰＯプラザ）」を集約・複合化します。また，

「宮城県美術館」を集約・複合化する方向で更に検討を進めます。 

検討に当たっては，類似した諸室機能の共有化による施設規模の適正化や施設同士の相乗効果等

による施設機能の強化及び県民サービスの向上を図るとともに，宮城県美術館については，それに

加え，文化的価値や事業費，施工上の条件など様々な観点から現地改修と移転新築のメリット・デ

メリットを整理し，方向性を判断することとします。 

 

【計画地概要】 

  宮城県のほぼ中央に位置し，宮城県庁から約４km，

ＪＲ仙台駅から約２km の位置にあり，ＪＲ仙石線宮

城野原駅に直結しています。また，国道４５号に近接

し，敷地の北側が市道元寺小路福室線に接道するなど，

交通条件に優れています。 

  南側には年間約１９３万人が利用する宮城野原公

園総合運動場が位置しており，南東側にあるＪＲ仙 

台貨物ターミナル駅敷地は，県の広域防災拠点（平時は公園）として整備する予定です。また，西

側には，学校や戸建て住宅が隣接しているほか，徒歩約１０分の場所に榴岡公園が立地しています。 

 

所  在  地 仙台市宮城野区宮城野二丁目地内 

面   積 約５４，５３０㎡ 

都市計画決定の内容 

用 途 地 域 近隣商業地域（建ぺい率８０％／容積率３００％） 

高 度 地 区 第四種高度地区 

防 火 地 区 準防火地域 

特別用途地区 大規模集客施設制限地区（近隣商業地域） 

 

 

 

 

図 3 施設配置例 

 

 

図 4 施設配置イメージ 

 

仙台医療センター跡地での集約等 
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【集約・複合化の主なねらい・効果等】 

 類似の諸室機能を共有化し，施設規模の適正化を図ることで，稼働率の向上，施設管理の効率化

が見込まれます。 

 音楽，演劇，美術が一体となった文化芸術の振興・継承の拠点として，県民の多様な文化芸術の

創造・発表・享受の機会充実，集客力の強化等につながり，文化芸術活動の更なる活性化や新し

い価値の創造といった効果が期待できます。 

 ＮＰＯ活動の情報発信や交流促進機能の強化，文化芸術分野の活動団体との連携・協働の可能性

が広がります。 

 計画地周辺の宮城野原公園総合運動場及び現在整備計画が進められている広域防災拠点公園，榴

岡公園などと一体となった面的に広がりのある回遊性を持った県民の憩いの場の形成ができます。 

 国道４号，４５号，三陸縦貫自動車道といった高速・幹線道路へのアクセスも優れることから，

県の東部・沿岸部，県南部・北部に開かれた交流拠点となることが期待できます。 

 

 

 

「エスポールみやぎ（宮城県青年会館）」，「宮城県婦人会館」，「宮城県母子・父子福祉センター※」

を集約・複合化し，類似した諸室機能の共有化による施設規模の適正化や施設同士の相乗効果等に

よる施設機能の強化及び県民サービスの向上を図ります。 
※ 宮城県母子・父子福祉センターについては，県庁周辺の県有の土地及び建物の利用状況や県庁周辺の外郭団体の建物の整備方針についても注視しな

がら，県庁周辺への移転の可能性も並行して検討します。 

 

【計画地概要】 

宮城県のほぼ中央に位置し，宮城県庁まで約４㎞の位置にあ

り，周辺には宮城県消防学校や仙台土木事務所，保健環境セン

ター，宮城県障害者総合スポーツセンターなどの公用施設が多

く立地するほか，主に低層を中心とした住宅地が広がっていま

す。 

  沿道に生活用品や飲食関係の店舗が建ち並ぶ市道台原南小泉 

線沿いに立地し，最寄りの公共交通であるＪＲ東北本線東仙台駅からは徒歩２０分ほどかかります

が，仙台駅等からのバス路線があります。また，県道仙台松島線に近く，自動車の利便性は高い場

所にあります。 

 

所  在  地 仙台市宮城野区幸町四丁目地内 

面   積 約４，８２７㎡ 

都市計画決定の内容 
用 途 地 域 

第一種住居地域/第二種住居地域 

（建ぺい率６０％/容積率２００％） 

高 度 地 区 第三種高度地区 

 

【集約・複合化の主なねらい・効果等】 

 類似の諸室機能を共有化し，施設規模の適正化を図ることで，稼働率の向上，施設管理の効率化

が可能となります。 

 それぞれの対象は異なるものの，研修の場の提供が主な事業であり，機能面での親和性が高く，

利用者間の交流や事業の連携など，これまでの取組の更なる発展が期待できます。

現エスポールみやぎ（宮城県青年会館）敷地での集約等 
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５．今後の展開  

 

今回検討の対象となった施設については，本基本方針の内容に沿って，更に具体化に向けた検討

を進めます。特に，集約・複合化を図る施設については，今後，周辺施設との連携も含めて，具体

的な整備手法，設備，管理運営方法など，整備に向けた構想の検討を進めるとともに，集約・複合

化に伴う施設・跡地等の利活用についても，仙台市をはじめとした関係機関等との協議調整を重ね

ながら検討を進めます。 

また，今回，検討の対象とならなかった施設の老朽化への対応や，宮城球場（昭和２５年築）の

ような大型の施設等の老朽化への対応も依然として課題となります。 

引き続き，「宮城県公共施設等総合管理方針」に則り，本方針を参考としながら，県有施設等の

総合的かつ計画的な管理に向けた不断の努力を継続していきます。 
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